
特特特特    記記記記    仕仕仕仕    様様様様    書書書書    

 

工事名工事名工事名工事名   令和元年度 磯部浄水場ろ過池等塗装塗替工事    

 

工事場所工事場所工事場所工事場所  志摩市 磯部町 恵利原 地内 （志摩市磯部町恵利原 223 磯部浄水場構内） 

 

工事期間工事期間工事期間工事期間  契約の日から令和 2年 2月 14 日まで 

 

注意事項注意事項注意事項注意事項  ・濃縮槽の塗装は、原則として、別途業者が行う“沈澱池清掃業務”中における濃 

縮槽の水抜き期間中に施工すること。（おおむね 11 月中） 

・1 系ろ過池の塗装及び片付けは、別途業者が行う“ろ過池清掃業務”のうち、1系 

ろ過池現場着手の 1週間前までに完了すること。（おおむね 1月初旬まで） 

・2 系ろ過池の塗装及び片付けは、別途業者が行う“ろ過池清掃業務”のうち、2系 

ろ過池現場着手の 1週間前までに完了すること。（おおむね 2月初旬まで） 

・受注者は、工事実施にあたり、既設設備に影響を与えないよう十分に養生する。 

       工事完了後は、速やかに養生を撤去し、後片付け、清掃を行う。 

・作業中に劇毒物、油類、汚水等により水道水等を汚染しないようにしなければな 

らない。 

・受注者は、資格を必要とする作業がある場合、それぞれの資格を有する者に施工

させる。 

・工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担と

し、手続き等は受注者の責任で処理すること。    

これらが発注者の設備により確保できるときは、発注者の承諾を得た場合に限り

使用できる。 

 

 


